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【計画の策定経緯と計画期間】
H15.10 第１次計画（H15～19）閣議決定
H21. 3 第２次計画（H20～24）閣議決定
H24. 8 第３次計画（H24～28）閣議決定
H27. 9 第４次計画（H27～32）閣議決定

【計画の策定経緯と計画期間】
H16.6 第１次重点方針（H15～19）大臣決定
H21.8 第２次重点方針（H20～24）大臣決定
H25.1 第３次重点方針（H24～28）中断
H27 第４次重点計画（H27～32）策定作業中

（対象地域）東北６県＋新潟県

社会資本整備重点計画法と重点計画の概要

○ 社会資本整備重点計画法（平成15年法律第20号）に基づき、社会資本整備事業を
重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定する計画（閣議決定事項）

○ 対象は、道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、下水
道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地及び海岸並びにこれら事業と一体となって
その効果を増大させるため実施される事務又は事業

○ 主な計画事項
・ 計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標
・ 重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき

社会資本整備事業の概要
・ 社会資本整備事業を重点的・効果的かつ効率的に実施するための措置 等

社会資本整備重点計画
（全国計画）

東北ブロックにおける社会資本整備重点計画
（第３次までは重点方針）



これまでの経緯

社会資本整備重点計画（全国版：第３次）閣議決定

第１回「東北ブロックの社会資本重点整備方針に関する有識者懇談会」

第２回「東北ブロックの社会資本重点整備方針に関する有識者懇談会」

たたき台（第３次東北ブロックの社会資本の重点整備方針

原案（第３次東北ブロックの社会資本の重点整備方針

「国土のグランドデザイン2050」公表

社会資本整備審議会計画部会及び交通政策審議会交通体系分科会計画部会
（社会資本整備重点計画の見直しについて議論）

社会資本整備審議会計画部会及び交通政策審議会交通体系分科会計画部会
第４次社会資本整備重点計画（案）の審議（地方ブロック版の策定の旨記載）

H24. 8.31

H24.10.26

H24.12. 7

H25.1

※国土強靱化基本計画が定まり、今後、第３次社会資本整備重点計画（全国版）
の扱い（見直し）が検討されるため、現計画での地方重点の策定手続きは、
現状では見送ることとした。（策定作業中断）

H26.7.4

H26.12.8～
H27.6.3

H27.7.3～
H27.9.1

社会資本整備重点計画（全国版：第４次）閣議決定H27. 9.18



社会資本整備重点計画の見直しについて

現行の第三次社会資本整備重点計画（平成24～28年度）策定後における社会資本整備を
巡る状況の変化を踏まえつつ、｢国土のグランドデザイン2050｣（平成26年7月）を具体
化するため、社会資本整備重点計画を見直す。



第４次社会資本整備重点計画 《計画期間：平成27(2015)～32(2020)年度》
第１章：社会資本整備をめぐる状況の変化と基本戦略の深化 ＜概要＞



第４次社会資本整備重点計画
第２章：社会資本整備の目指す姿と計画期間における重点目標、事業の概要 第３章：計画の実効性を確保する方策＜概要＞



(5)豊かな自然や、地域の

伝統・文化を守るインフラ整備

(3)雪にも強く、誰にとっても暮らしやすい

コンパクトな地域づくり

(4)地域の資源、特性を活かした

競争力ある産業振興の促進を支援

(2)社会資本の戦略的な維持管理・更新

(1)東日本大震災からの復興と、

防災・減災対策の強化

被災地の復旧・復興に向けた
様々な暮らしを支える地域づくり

大規模災害・自然災害に対し、
ハード・ソフト施策の両面から災害リスクの軽減

震災の教訓・体験の伝承

低炭素・循環型社会の構築

景観に配慮した歴史・伝統文化の活用
と自然環境の保全

コンパクト+ネットワークによる
都市と農山漁村の連携・共生

雪に強く、高齢社会等に対応した
安全・安心して暮らせる地域の形成

国内外からの来訪者のための観光支援と
魅力ある観光地づくり

既存の社会資本ストックの機能の維持及び長寿命化

【生活インフラ】

【生活インフラ】

【成長インフラ】

【メンテナンス】

【成長インフラ・安全インフラ】

地域の強みを活かし、競争力ある産業を支える
物流体系の構築

【重点目標】 【プロジェクト】

第３次
東北ブロックの社会資本の重点整備方針（案）
（未策定） ※H25.1時点のもの

第４次
東北ブロックにおける社会資本整備重点計画

（たたき台）

⑬東アジア・ロシアや北米等との 

国際交流・連携強化 

【あるべき姿】 

１．「東日本大震災からの被災地の復興」 

の実現  

３．「恵み豊かな自然と共生する 

環境先進圏域」の実現  

４．「雪にも強く安心して暮らせる 

温もりのある人に優しい圏域」の実現  

５．「地域の資源、特性を活かした世界に 

羽ばたく産業による自立的な圏域」の実現  

６．「交流・連携機能の強化による 

世界に開かれた圏域」の実現  

２．「災害に強い防災先進圏域」の実現 

【地方重点目標】 

②福島第一原子力発電所の災害からの復興 

③広域災害に備えた地域間連携を 

図るための交通ネットワークの構築 

④災害リスクを軽減する 

総合的な地域づくり・まちづくり 

⑤低炭素・循環型社会の構築 

⑥歴史・伝統文化の活用と自然環境の保全・継承 

⑧高齢社会等に対応した安心できる生活への支援 

⑩既存の社会資本ストックの機能の維持 

及び長寿命化 

⑨雪に強く、安心して暮らせる地域の形成 

⑦「東北発コンパクトシティ」による都市と 

農山漁村の連携・共生 

⑪競争力ある産業を支える交通ネットワークの形成 

⑫地域特性を活かした観光の充実 

①被災地の復旧・復興に向けた様々な 

暮らしを支える地域づくり 

前計画との対比表


